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県内の養殖漁場においては、漁業者自身による漁
場環境の把握・維持により、良好な漁場環境が保全
され、持続的に養殖業が営めるよう、持続的養殖生
産確保法に基づき、漁場改善計画が策定されていま
す。

平成 16（2004）年９月に、幅広く県内事業者の
環境経営の取組を促進するため、「具体的で取り組
みやすく、かつ、費用負担の少ない」ミームス（M−
EMS）と呼ばれる環境マネジメントシステム規格およ
び審査制度を設立し、制度普及のための説明会・相
談会、審査体制を充実するための審査員研修会を
開催しています。平成 22（2010）年３月までに161
の事業所が M-EMS の認証を取得しました。

環境問題に関心のある企業が業種の枠を越
えてネットワークを形成し、企業間や行政の協
働・連携により、環境経営取組の向上を図るた
め、平成 12（2000）年 11月に「企業環 境ネ
ットワーク・みえ」が設立されました。（平成 22
（2010）年３月末現在：参加企業数 345 社） 

平成 21(2009) 年度は、メールマガジン等の発
行による情報共有を行うとともに、日本環境経営
大賞の優秀事例のフィードバックを目的に、低炭
素社会シンポジウムを開催し、企業環境ネットワ
ーク・みえの会員を中心に約 200 名の企業関係
者が参加しました。

•

•

1−5環境に優しい生産技術の確立

1−6小規模事業所向けＥＭＳ（環境マネジメ
ントシステム）の導入

1−7企業環境ネットワーク




